
高年齢者及び障害者

雇用状況報告書について
お知らせです。

令和元年度より「雇用状況報告書」は愛知労働局（職業対策
課）へ提出していただくこととなりました。その後の審査の過
程で、愛知労働局（職業対策課）から「雇用状況報告書」の内
容について、確認のご連絡をすることがありますので、ご協力
をお願いいたします。

愛知労働局（職業対策課）
住所 〒460-0003

名古屋市中区錦二丁目14番25号
ヤマイチビル 13階

電話 052-219-5507

愛知労働局
企

業

郵送等により提出

雇用状況報告書の
審査を行います。電話による内容確認の連絡

※ハローワーク名古屋中、名古屋東、名古屋南の管轄事業所については、
従来通りハローワーク名古屋中にて報告書の受付・審査を行います。

雇用状況報告書提出の流れ


